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「事業場視察」についての松本私案 

 

１．実施の必要性など 

 (1)「事業場視察」の位置づけ 

  法令や諸規則に「事業場視察」についての規程等は見られない。したがって、「事業

場視察」を実施するか否かは、あくまでも本審議会による判断による。 

 

 (2) 実施状況 

 本審議会でも「事業場視察」は平成 16 年度を最後に、しばらく実施されなかった。そ

して、平成 28 年度に再開したものの、昨年度と今年度はコロナ禍により実施していな

い。また、平成 29 年度以降について九州の他県を調べると、実施状況はまちまちであ

ると言うことであった。 

 

 (3) 今後の「事業場視察」 

 過去に、一部委員から「事業場視察」のあり方などについて、意見が出された。そこ

で、上記(1)と(2)を踏まえ、必ずしも実施する必要はなく、適切な事業所を見つける

ことができなければ、実施しない、と考える。 

 

 

２．対象とすべき事業所 

本審議会の審議に参考とするために「事業場視察」を実施するのであれば、対象となる

事業所は何よりも最低賃金レベルの給与を支給している事業所とすべきであろう。 

 

 

３．視察の要領 

 (1) 留意すべき点 

 視察に際しては、本審議会の審議に係わる、あるいは参考となる様な聞き取りや見学

でなければならない。 

 

 (2 )予想される状況 

 実際の「事業場視察」では、おそらく経営者からの意見聴取が主たるものとならざる

を得ないが、可能な限り労働者からも意見を聴取したい。むろん、経営者からの意見

聴取では、経営環境の厳しさなどからもっぱら賃金引き上げに否定的な見解が出され

ると予想される。ただ、それでも例えば過去の最低賃金の引き上げに際してどのよう

に対処したのかなど、有益な情報を聞き出すことができる。 

 

４．視察後の課題 

 本審議会（本審）の場において、視察から得た知見などを労使双方（および公益側）か

ら述べてもらい、その後の審議に活用する。 
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５．代替措置 

 コロナ禍などにより「事業場視察」ができない場合、以下の２通りの措置が考えられる 

 ・最低賃金レベルの給与を支給している事業所の経営者や労働者に、参考人として審議

会で意見を述べてもらう。 

 ・上記の措置が無理であれば、書面で意見を述べてもらう。 






















